
 

 

＜＜＜新旧対照表＞＞＞ 

新 旧 

多治見市監視カメラ等の設置及び運用に  

           関する要綱 

多治見市が設置し、又は管理する監視カメ

ラ等の画像の取扱い等に関する要綱 

平成24年１月17日告示第12号 平成24年１月17日告示第12号 

（目的） （目的） 

第１条 この要綱は、実施機関が設置し、又は管

理する監視カメラ等の設置及び運用について、                

                    必

要な事項を定めることにより、適切な監視カメ

ラ等の設置及び運用に資することを目的とす

る。 

第１条 この要綱は、市   が設置し、又は管

理する監視カメラ等により撮影し、記録された

画像について、個人情報の保護のために必要と

なる事項を定めることにより、適切な監視カメ

ラ の画像の取扱いに資することを目的とす

る。 

（設置及び運用の原則） （設置及び運用の原則） 

第２条 実施機関は、監視カメラ等による撮影に

より市民のプライバシーが侵害されるおそれが

あることを認識し、監視カメラ等の設置及び管

理については、市民のプライバシーを侵害しな

いよう十分に考慮した上で行わなければならな

い。 

第２条 実施機関は、監視カメラ等による撮影に

より市民のプライバシーが侵害されるおそれが

あることを認識し、監視カメラ等の設置及び運

用については、市民のプライバシーを侵害しな

いよう十分に考慮した上で行わなければならな

い。 

（定義） （定義） 

第３条 この要綱において、次の各号に掲げる用

語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

第３条 この要綱において、次の各号に掲げる用

語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

(１) 監視カメラ等 防災、防犯、施設の管理

等の目的で特定の場所に継続的に設置するカ

メラであって、特定の個人を識別することが

できる画像を撮影する可能性があり、かつ、

当該画像を記録する機能を備えたものをい

う。 

(１) 監視カメラ等 防災、防犯、施設の管理

等の目的で特定の場所に継続的に設置するカ

メラであって、特定の個人を識別することが

できる画像を撮影する可能性があり、かつ、

当該画像を記録する機能を備えたものをい

う。 

(２) 画像 監視カメラ等により撮影し、記録

された画像をいう。 

(２) 画像 監視カメラ等により撮影し、記録

された画像をいう。 

(３) 実施機関 市長（地方公営企業の管理者

としての権限を行う市長を含む。）、消防長、

教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公

平委員会、農業委員会及び固定資産評価審査

委員会のうち、監視カメラ等を設置し、又は

管理するものをいう。 

(３) 実施機関 市長（地方公営企業の管理者

としての権限を行う市長を含む。）、消防長、

教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公

平委員会、農業委員会及び固定資産評価審査

委員会のうち、監視カメラ等を設置し、又は

管理するものをいう。 

（画像の利用目的） （画像の利用目的） 

第４条 実施機関は、個人情報の保護に関する法

律（平成15年法律第57号。以下「法」という。）

第61条第１項の規定に基づき、収集する画像の

利用目的をできる限り特定しなければならな

い。 

第４条 実施機関は、多治見市個人情報保護条例

（平成８年条例第25号。以下「条例」という。）

第８条第１項の規定に基づき、収集する画像の

利用目的を明確にしておかなければ  ならな

い。 

（監視カメラ等の設置） （監視カメラ等の設置） 

第５条 実施機関は、監視カメラ等による撮影の

対象となる区域（以下「撮影対象区域」という。）

を設定するときは、当該監視カメラ等の設置の

目的を達成するために必要最小限度の区域と

し、当該区域内に個人の住居等が含まれること

のないよう配慮しなければならない。 

第５条 実施機関は、監視カメラ等による撮影の

対象となる区域（以下「撮影対象区域」という。）

を設定するときは、当該監視カメラ等の設置の

目的を達成するために必要最小限度の区域と

し、当該区域内に個人の住居等が含まれること

のないよう配慮しなければならない。 
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２ 実施機関は、撮影対象区域の周辺の見えやす

い場所に、監視カメラ等を設置している旨を表

示しなければならない。ただし、撮影対象区域

の物理的な制約その他特段の事情がある場合に

おいては、この限りでない。 

２ 実施機関は、撮影対象区域の周辺の見えやす

い場所に、監視カメラ等を設置している旨を表

示しなければならない。ただし、撮影対象区域

の物理的な制約その他特段の事情がある場合に

おいては、この限りでない。 

３ 監視カメラ等のうち、画像を記録する装置（以

下「記録装置」という。）及び画像を表示する

装置（以下「表示装置」という。）は、施錠装

置を備えた場所その他第三者が記録装置及び表

示装置を無断で操作するおそれのない場所に設

置しなければならない。 

３ 監視カメラ等のうち、画像を記録する装置（以

下「記録装置」という。）及び画像を表示する

装置（以下「表示装置」という。）は、施錠装

置を備えた場所その他第三者が記録装置及び表

示装置を無断で操作するおそれのない場所に設

置しなければならない。 

４ 表示装置は、実施機関の職員及び実施機関か

ら委託を受けて監視カメラ等に関する事務に従

事している者（以下「実施機関の職員等」とい

う。）以外の者が立ち入る場所から容易に見る

ことができない場所に設置しなければならな

い。 

４ 表示装置は、実施機関の職員及び実施機関か

ら委託を受けて監視カメラ等に関する事務に従

事している者（以下「実施機関の職員等」とい

う。）以外の者が立ち入る場所から容易に見る

ことができない場所に設置しなければならな

い。 

（管理責任者等   ） （管理責任者等の設置） 

第６条 実施機関は、監視カメラ等の適正な運用

を図るため、管理責任者を置かなくてはならな

い。 

第６条 実施機関は、画像の適正な取扱い    

を図るため、管理責任者を置かなくてはならな

い。 

２ 管理責任者は、監視カメラ等に関する事務を

所管する課等の長又はこれに相当する職にある

者をもって充てるものとする。 

２ 管理責任者は、監視カメラ等に関する事務を

所管する課等の長又はこれに相当する職にある

者をもって充てるものとする。 

３ 管理責任者は、監視カメラ等による撮影又は

記録に係る操作を行う者（以下「操作指定者」

という。）を指定するものとし、操作指定者以

外の者にその操作を行わせてはならない。 

３ 管理責任者は、監視カメラ等による撮影又は

記録に係る操作を行う者（以下「操作指定者」

という。）を指定するものとし、操作指定者以

外の者にその操作を行わせてはならない。 

（画像の管理） （画像の管理） 

第７条 実施機関は、画像を撮影時の状態のまま

で保存するものとし、当該画像を加工してはな

らない。ただし、監視カメラ等の技術的な制約

その他の特段の事情がある場合においては、こ

の限りでない。 

第７条 実施機関は、画像を撮影時の状態のまま

で保存するものとし、当該画像を加工してはな

らない。ただし、監視カメラ等の技術的な制約

その他の特段の事情がある場合においては、こ

の限りでない。 

２ 実施機関は、画像を記録装置の記録媒体から

他の記録媒体に複写してはならない。ただし、

監視カメラ等の設置の目的を達成するために必

要であると実施機関が特に認めた場合又は監視

カメラ等の技術的な制約その他の特段の事情が

ある場合においては、この限りでない。 

２ 実施機関は、画像を記録装置の記録媒体から

他の記録媒体に複写してはならない。ただし、

監視カメラ等の設置の目的を達成するために必

要であると実施機関が特に認めた場合又は監視

カメラ等の技術的な制約その他の特段の事情が

ある場合においては、この限りでない。 

３ 実施機関の職員等は、管理責任者の許可なく、

画像を記録した記録媒体（以下「画像記録媒体」

という。）を監視カメラ等の記録装置の設置場

所以外の場所に持ち出してはならない。 

３ 実施機関の職員等は、管理責任者の許可なく、

画像を記録した記録媒体（以下「画像記録媒体」

という。）を監視カメラ等の記録装置の設置場

所以外の場所に持ち出してはならない。 

【削る】 ４ 画像の保存期間（重ね撮りする場合は、上書

きするまでの期間）は、画像の利用目的を達成

するために必要最小限度の期間としなければな

らない。 
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【削る】 ５ 実施機関は、画像の保存期間が終了したとき

は、画像記録媒体から画像を消去しなければな

らない。この場合においては、当該画像が漏え

いしないよう、画像記録媒体に新たな画像を上

書きして記録する等の方法により、確実に当該

画像の消去を行わなければならない。 

４ 実施機関は、画像記録媒体を廃棄する場合は、

画像が漏えいしないよう画像の消去を確実に行

った上で、画像記録媒体に破砕、裁断等の措置

を講じなければならない。 

６ 実施機関は、画像記録媒体を廃棄する場合は、

画像が漏えいしないよう画像の消去を確実に行

った上で、画像記録媒体に破砕、裁断等の措置

を講じなければならない。 

（画像の利用の制限等） （画像の利用の制限等） 

第８条 実施機関は、第４条において特定 され

た画像の利用目的以外の目的のために当該画像

を利用し、又は当該実施機関以外のものに提供

してはならない。ただし、法令の規定に基づく

場合又は法第69条第２項各号のいずれかに該当

する場合（同項ただし書に該当するときを除

く。）は、この限りでない。 

第８条 実施機関は、第４条において明確にされ

た画像の利用目的以外の目的のために当該画像

を利用し、又は当該実施機関以外のものに提供

してはならない。ただし、条例第９条第２項各

号のいずれかに該当するとき         

  は、この限りでない。 

（委託に伴う措置） （委託に伴う措置） 

第９条 実施機関は、監視カメラ等を設置し、又

は管理する事務を委託（地方自治法（昭和22年

法律第67号）第244条の２第３項の規定により同

法第244条第１項に規定する公の施設の管理を

行わせることを含む。）しようとするときは  

        、契約書等に当該委託を受け

るものが遵守すべき事項を明記する等の必要な

措置を講じなければならない。 

第９条 実施機関は、監視カメラ等を設置し、又

は管理する事務を委託（地方自治法（昭和22年

法律第67号）第244条の２第３項の規定により同

法第244条第１項に規定する公の施設の管理を

行わせることを含む。）しようとするときは、

画像の保護のため、契約書等に当該委託を受け

るものが遵守すべき事項を明記する等の必要な

措置を講じなければならない。 

（監視カメラ等の設置の届出） （個人情報保護審議会の意見の聴取） 

第10条 実施機関は、新たに監視カメラ等を設置

しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる

事項を総務課長に届け出なければならない。た

だし、緊急を要する場合にあっては、設置後に

速やかに届け出るものとする。 

第10条 実施機関は、新たに監視カメラ等を設置

しようとするときは、当該監視カメラ等により

撮影される画像が条例第２条第１号に規定する

個人情報を含む可能性があることから、条例第

８条第２項第２号又は第４号に該当する場合を

除き、同項第５号に規定する個人情報保護審議

会の意見を聴かなければならないものとする。 

(１) 監視カメラ等（記録装置及び表示装置を

除く。）の設置場所 

 

(２) 記録装置及び表示装置の設置場所  

(３) 監視カメラ等の設置目的  

(４) 撮影範囲を示した図面  

(５) 監視カメラ等の仕様（画像の解像度、保

存期間等をいう。） 

 

(６) 管理責任者及び操作指定者  

２ 前項の規定は、同項各号に掲げる事項を変更

しよう場合に準用する。 

 

（運用状況の点検） （運用状況の報告） 

第11条 監視カメラ等の管理責任者は、毎年１回、

監視カメラ等の運用状況について点検しなけれ

第11条 監視カメラ等の適正な運用が図られてい

ると認められるまでの間、実施機関の長は、年
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ばならない。 １回、監視カメラ等の運用状況を個人情報保護

審議会に報告し、個人情報の適正管理について

意見を求めなければならない。 

附 則 附 則 

１ この告示は、告示の日から施行する。 １ この告示は、告示の日から施行する。 

２ この告示の施行の際、現に設置されている監

視カメラ等は、この要綱の規定により設置され

たものとみなす。 

２ この告示の施行の際、現に設置されている監

視カメラ等は、この要綱の規定により設置され

たものとみなす。 

附 則（平成31年３月22日告示第48号） 附 則（平成31年３月22日告示第48号） 

この告示は、平成31年４月１日から施行する。 この告示は、平成31年４月１日から施行する。 

摘 

要 

改正理由 

個人情報保護法の改正（デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律。令

和５年４月１日施行部分）に伴い、自治体における個人情報保護も同法の対象となります。 

また、これに伴い、個人情報保護審議会を廃止します。 

このため、標記要綱で引用する法令・例規を改めるとともに、審議会にかかる規定を削除す

る等の所要の改正を行います。 

 


